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挨拶（要旨）

〈渡辺会長〉

　コロナの収束の見通しは十分には立っていない

が、通常の医療・健康対策の活動はしっかり続け

ていく必要がある。子宮がん対策は、がんの中で

もワクチン接種により予防可能な子宮頸がんにつ

いて稀に出現する副反応のリスクからHPVワク

チン接種が停滞していたが、新型コロナウイルス

に対応するワクチン接種の普及と、ワクチンによ

る稀に出現する副反応への一般的な理解の深まり

から、ようやく前向きに進むようになった。本日

は、報告事項・協議事項多くあるが、限られた時

間でしっかりと議論していただきたい。それでは

よろしくお願いする。

■　日　時　　令和５年８月24日（木）　午後１時30分～午後２時30分
■　場　所　　オンライン会議　鳥取県健康会館　鳥取市戎町

　　　　　　　　鳥取県中部医師会館　倉吉市旭田町
　　　　　　　　鳥取県西部医師会館　米子市久米町

■　出席者　　24人
〈鳥取県健康会館〉
渡辺健対協会長、皆川委員長、岡田・藤井・村江・山根各委員
県健康政策課がん・生活習慣病対策室：上田課長補佐
健対協事務局：岡本事務局長、岩垣次長、田中主任、井上主事、廣瀬主事
　　　　　　　オブザーバー：歳岡鳥取市保健所保健師、松本岩美町主任保健師
　　　　　　　　　　　　　　田中八頭町主任保健師、坂本米子保健所保健師
〈Web〉谷口部会長、佐藤委員
〈鳥取県中部医師会館〉明島・周防・秋久各委員
〈鳥取県西部医師会館〉脇田・高橋各委員
　　　　　　　　　　 オブザーバー：宇佐見米子市係長

鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会子宮がん部会
鳥取県健康対策協議会子宮がん対策専門委員会

健 対 協

【概要】

・令和４年度のHPV併用検査の実施状況は、

鳥取市は受検率28.3％、要精検者14人で要

精検率2.78％、米子市は受検率38.6％、要

精検者51人で要精検率3.44％、南部町は受

検率10.3％、要精検者は２人で要精検率

1.42％、日野町は受検率17.3％、要精検者

０人で要精検率0.00％であった。

・令和４年度（速報値）の子宮頸がん検診受

診者は30,196人、受診率24.8％であり、令

和３年度と比べ746人の減である。集団検

診は若干数増であったが、医療機関で減少

した。
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〈谷口部会長〉

　第一回ということで、情報共有と現状を知ると

いうことで資料にありますように報告事項と協議

事項についてご議論をお願いする。

〈皆川委員長〉

　協議事項に挙げさせていただいておりますが、

厚労省のがん検診の有り方に関する検討会と８

月直近の会で厚労省が子宮がん検診に関して、

HPV検査の導入を指針に盛り込むと示されまし

たので、各自治体がどのようにこれから対応して

いくのか。手引きの改正が近い将来必要となって

きますので、その情報を皆さんにお伝えしたい。

それでは、よろしくお願いする。

報告事項

１．県内におけるHPV併用検査の実施状況につ

いて：

上田県健康政策課がん・生活習慣病対策室課

長補佐

○鳥取市、米子市、南部町、日野町HPV併用検

査の令和４年度実施状況について報告された。

対象者 HPV検査
受検者数 HPV陽性

要精検（細胞診） AIS、CIN、
腺異形成HPV（＋） HPV（−）

鳥取市 1,781人 504人（28.3％） 	 50人（	 9.9％） 	 9人（1.8％） 	 5人（1.0％） 14人

米子市 3,424人 1,323人（38.6％） 152人（11.5％） 34人（2.6％） 17人（1.3％） 51人

南部町 1,370人 141人（10.3％） 	 	 9人（	 6.4％） 	 2人（1.4％） 	 0人（ 0％） 	2人

日野町 75人 13人（17.3％） 	 	 0人（	 0％） 	 0人（ 0％） 	0人（ 0％） 	0人

計 6,650人 1,981人（29.8％） 211人（10.7％） 45人（2.3％） 22人（1.1％） 67人

２．HPVワクチン接種の啓発について：

上田県健康政策課がん・生活習慣病対策室

課長補佐

　令和４年４月から積極的勧奨が再開されるとと

もに、接種機会を逃した方を対象とした３年間

（令和４年４月～令和７年３月）の接種（キャッ

チアップ接種）が開始された。令和５年４月か

ら、これまでの定期接種の２価及び４価ワクチン

に加え新たに９価ワクチンも定期接種化された。

２回接種を可能とする予防接種実施規則の改正が

公布されたことを踏まえ、令和５年２月２日及び

３月30日付けで医師会等関係団体、各市町村へ周

知・対応を依頼した。

　積極的勧奨再開及びキャッチアップ接種開始・

９価ワクチン定期接種化の周知啓発等の取組とし

ては、市町村及び関係団体へ、厚生労働省が作成

している「改訂版リーフレット」や「９価ワクチ

ン定期接種化をお知らせするリーフレット」の周

知を行っている。また、県ホームページ及び県政

だよりの掲載の他、厚生労働省並びにHPVワク

チン拠点病院事業事務局主催の研修会等について

も、周知を行っている。

　接種率は令和２年11.6％、令和３年（速報値）

35.6％、令和４年（速報値）51.5％と着実に伸び

てきている。

３．第４次鳥取県がん対策推進計画の策定について：

上田県健康政策課がん・生活習慣病対策室

課長補佐

　平成30年を始期とする現在の「第３次鳥取県が

ん対策推進計画（期間６年間）」は、令和５年度

に計画期間が終了することから、今年度、「鳥取

県がん対策推進県民会議」を中心に計画内容の検

討を行っており、健対協の各部会においても意見

をうかがうとしている。６月29日に開催された

「第１回鳥取県がん対策推進県民会議」で提示し

た骨子案など説明を行い、検討状況について報告

を行った。
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４．その他

（１）令和４年度がん検診受診状況：上田県健康

政策課がん・生活習慣病対策室課長補佐

　各市町村より報告いただき精査中の為、速報値

を報告する。

　令和４年度子宮がん検診受診者数（速報値）は

30,196人で受診率24.8％、令和３年度と比べ746人

の減である。集団検診は若干数増であったが、医

療機関で減少した。市町村別の受診者数では、鳥

取市・境港市は令和３年度より増えているが、米

子市は減少している。

協議事項

１．子宮がん検診従事者講習会及び症例検討会に

ついて

　令和６年２月４日（日）を第一候補とし西部で

開催予定。講師は今後検討。

２．HPV検査を導入した子宮頸がん検診の今後

の展望について：皆川委員長

　HPV併用検診については、2019年の子宮頸が

ん検診ガイドラインに沿って、対策型検診の在り

方、日本の子宮頸がん検診におけるHPV検査導

入方法提言のためのワーキンググループによる関

連学会・団体（産婦人科医会）による活発な議論

が進められてきた。その結果、令和５年４月関

連学会・団体のまとめ役としての日産婦からは

「HPV単独検診（正確にはHPVファースト検診）

を学会としては推奨しているものの、HPV検査

の導入方に結論を導くには至らなかった」と声明

があった。その声明の中で「厚労相主催のがん検

診あり方に関する検討会の議論の結果を待ちた

い」とも述べられた。

　その後開催された第38回、第39回がん検診あ

り方に関する検討会においてHPV検査導入に関

する検討がなされ、推奨アルゴリズムの提唱と

HPV単独検診の導入に当たっての様々な課題が

検討された。その結果、厚労省事務担当者から日

産婦との協議を前提としているものの、今年度中

に指針を改定する旨の発言があった。

　この様な状況下、皆川委員長から鳥取県におい

てHPV単独検診を取り入れるに当たって、今後

の課題・問題点が挙げられた。

①対策型検診としてのHPV検査単独法に対応

できる体制づくりの準備

１）	検査体制の構築（すでにLBC導入済みで

対応は円滑と予測）

２）	自治体の新たな管理体制に向けた意向確

認調査

３）	検診機関、医師への徹底的な周知と関係

者の理解と協力

４）	住民への啓発

５）	厚労省の指針が発表後、時機を脱するこ

となく当県の手引き改正ができる準備

②検診未受診者への受診勧奨の強化

　従来から大きな課題。検診間隔の多様化

の問題等、国から提案されると予測される

HPV単独検診のアルゴリズムの実行はハー

ドルが低くないと思われる。

　一方、鳥取県では壮年世代の受診率は極め

て高く、十分な説明がなされ理解が得られれ

ば検診方針の大きな変化も受診率悪化にはつ

ながらないことも期待される。進行がん患者

のほぼ100％が検診未受診者であることを全

ての関係者が承知した上で、未受診者の掘り

起こしを中心とした住民へ啓発活動の強化が

必要。併せてHPVワクチンの接種勧奨の強

化と20代の検診受診率の向上が最重要課題で

あると思われる。

３．プロセス指標の基準値改定について：

上田県健康政策課がん・生活習慣病対策室課

長補佐

　がん検診の精度管理水準の更なる向上のため、

「今後の我が国におけるがん検診事業評価のあり

方報告書」（平成20年３月）が見直され、がん検

診のあり方に関する検討会において、「がん検診

事業のあり方について」がとりまとめられたこと
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から、令和５年６月23日付けで、国の「がん予防

重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が

一部改正され、新たなプロセス指標の基準値等が

示された。この改定を踏まえ、改定の概要と鳥取

県の現状を説明し今後の対応等について協議し

た。

　令和５年度の各部会（冬部会）で、令和４年度

のがん検診等実施等調査実績を報告する際には、

経年での数値の推移や比較分析等する必要がある

ため、従来の指標の基準値等で昨年度と同様に報

告する。別途、今後の検討に向けて、令和３年度

と令和４年度の県計の要精検率、精検受診率、が

ん発見率、陽性反応的中度を算定して、新基準値

と比較して結果を報告する。（その際の基準値の

年齢上限（69歳、74歳）や集計対象年齢などに

よって、いくつかのパターンで算定してみる。）


